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青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事
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村

申

吾

青
森
県
告
示
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六
百
五
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日
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森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

Ｅ
Ｓ
Ｔ
ク
リ
ニ
ッ
ク

橋
本
耳
鼻
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

か
し
わ
ざ
き
循
環
器
ク
リ
ニ

ッ
ク

の
へ
じ
ク
リ
ニ
ッ
ク

み
う
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

い
ち
か
わ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

ニ
コ
ニ
コ
薬
局

弘
前
市
大
字
福
村
字
新
館
添
二
〇
の
一

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
二
〇
の
一
八

八
戸
市
柏
崎
四
丁
目
一
六
の
二
九

上
北
郡
野
辺
地
町
字
下
小
中
野
一
八
の
八

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
西
三
丁
目
九
の
三
一

七
七

青
森
市
里
見
一
丁
目
一
三
の
三
三

八
戸
市
大
字
本
鍛
冶
町
二
の
六

平
成
��

･

��･

�
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��･

��･
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区

分

名

称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

医
療
法
人
脳
ド
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
お
っ
と
も
脳
神
経
ク

リ
ニ
ッ
ク

変
更
後

お
っ
と
も
脳
神
経
ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
柏
崎
四
丁
目
一
四
の
四
八

平
成
��

･

�･
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青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
五
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政

手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五

十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
に
対
す
る
同

規
則
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
て
い
泊
命
令

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

(

担
当

漁
業
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
九
三)

２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
五
十
三
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を

公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に

関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
無
許
可
の
船
舶
に
対
す
る
て

い
泊
命
令

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

(

担
当

漁
業
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
九
三)
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

み
は
な
薬
局

一
真
堂
薬
局
売
市
店

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
二
〇
の
二
一

八
戸
市
売
市
三
丁
目
一
の
三
〇

平
成
��

･

��･

�

��･

��･

�

当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

菊

野

幹

男

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥

戸
字
向
町
八
五
番
地
二

二

平
成
十
六
年

十
一
月
十
六

日
午
後
一
時

三
十
分

青
森
市
長
島
一
丁
目

一
番
一
号

青
森
県
庁
西
棟
六
階

農
林
水
産
部
会
議
室

当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

須

藤

定

雄

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字

茂
浦
字
垣
合
三
番
地
二

平
成
十
六
年

十
一
月
十
六

日
午
後
三
時

青
森
市
長
島
一
丁
目

一
番
一
号

青
森
県
庁
西
棟
六
階

農
林
水
産
部
会
議
室
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２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
マ
ル
サ
ン

大
阪
府
大
阪
市
淀
川
区
西
宮
原
二
丁
目
二
の
一
七

代
表
取
締
役

上
杉
邦
夫

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
八
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
二
月
二
十
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
大
清
水
一
丁
目
九
の
一

五

有
限
会
社
ゲ
ー
ム
倉
庫
弘
前
店

弘
前
市
大
字
大
清
水
一
丁
目
九
の
一
五

平
成

��

･

�･

��

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六

の
二
五

代
表
取
締
役

反
田
悦
生

削
除

平
成

��･

�･

��

―

株
式
会
社
ひ
ら
い

青
森
市
長
島
一
丁
目
六
の
七

代
表
取
締
役

平
井
茂

〃
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次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

八
千
五
十
二
万
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市
沖
館
二
丁
目
四
九
の
三

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁

南
棟
八
階
Ｂ
会
議
室

２

日
時

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

午
前
九
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
港
湾

関
連
福
利
厚
生
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す

る
。

３

平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
午
前
十
時
か
ら
、
青
森
市
沖
館
二
丁
目
四
九
の
三
に
お
い
て
現
場

説
明
を
行
う
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

次
の
表
に
掲
げ
る
県
天
然
記
念
物
は
、
文
化
財
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
付
け
で
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、

青
森
県
文
化
財
保
護
条
例

(

昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
県
天
然
記
念
物
の
指
定
を
解
除
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。
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所

在

地

地

目

地

積

青
森
市
沖
館
二
丁
目
四
九
の
三

雑
種
地

三
、
三
〇
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
東
平
四
の
六
、

四
の
二
一
及
び
四
の
五
七
か
ら
四
の
六
四

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
東
四
丁
目
六
の
一
六

有
限
会
社
タ
ケ
ダ
サ
プ
ラ
イ



� �

平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会
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種

別

名
称
及
び

員
数

所

在

地

所
有
者

指
定
告
示
年
月
日
及
び
告
示
番
号

県
天
然
記

念
物

北
金
ケ
沢

の
イ
チ
ョ

ウ
一
株

西
津
軽
郡
深
浦
町

大
字
北
金
ケ
沢
字

塩
見
形
地
内

深
浦
町

昭
和
三
十
年
一
月
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号



� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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